
● 要支援認定者

が対象の全国一

律の介護予防給

付のうち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      市独自のサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の訪問介護事業所による身体介護や生活支援 

介護予防・生活支援サービス事業 

 

訪問介護事業所や民間事業者等に 

よる掃除、洗濯などの生活援助 

 

訪問型サービス A 

 

 

既存のデイサービスセンターでの機能訓練や入

浴・食事の介護など 

通所型サービス（従来と同じサービス） 

 

 

 

デイサービスセンターなどでの 

短時間プログラムによる機能訓練 

 

通所型サービス A 

 

 

 

一次予防事業 

一般介護予防事業 

 

 

 

 

● ６５歳以上すべての方が利用できます。 

  ・ 健康脳トレ塾 

  ・ 春日部そらまめ体操 

  ・ 春日部えん JOYトレーニング 

  ・ 介護支援ボランティアポイント事業 

                     など 

現 在 

総合事業 
（春日部市独自のサービス） 

 

 

 

訪問型サービス（従来と同じサービス） 

 

 

 
 

● 要支援認定者と事業対象者が利用できます 

 

介護予防 

通所介護 

（デイサービス） 

 

 

専門職が訪問して短期集中的に行う生活習慣や環

境の改善及び悪化予防のための助言・指導 

 

 

訪問型サービス C 

 

 

介護予防 

訪問介護 

（ホームヘルプ） 

総合事業 

実施前まで 


